
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
日
提
出

質

問

第

一

〇

四

号

旧
ソ
連
時
代
の
日
ソ
共
同
宣
言
等
の
有
効
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二
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旧
ソ
連
時
代
の
日
ソ
共
同
宣
言
等
の
有
効
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書

日
本
政
府
は
、
ソ
ビ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
（
「
ソ
連
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
、
次
の
宣
言
等
を
発
表
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
一
九
五
六
年
の
「
日
本
国
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
と
の
共
同
宣
言
」
、
一
九
七
三
年
の
田
中
角
栄

首
相
の
ソ
連
訪
問
に
お
け
る
「
日
ソ
共
同
声
明
」
、
一
九
九
一
年
の
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
大
統
領
の
日
本
訪
問
に
お
け
る
「
日
ソ
共

同
声
明
」
で
あ
る
。

他
方
、
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
間
に
は
、
一
九
九
三
年
の
エ
リ
ツ
イ
ン
大
統
領
の
日
本
訪
問
に
お
け
る
「
東
京
宣
言
」
が
あ
る
。

ソ
連
は
、
一
九
九
一
年
十
二
月
二
十
五
日
に
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
大
統
領
が
辞
任
し
、
同
二
十
六
日
に
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
最
高
会
議

が
連
邦
の
解
体
を
宣
言
し
た
た
め
、
崩
壊
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
旧
ソ
連
の
体
制
は
変
更
さ
れ
、
複
数
の
国
に
分
割
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
ロ
シ
ア
連
邦
の
国
内
政
治
も
激
し
い
混
迷
を
経
た
。
こ
の
よ
う
な
旧
ソ
連
、
ロ
シ
ア
連
邦
の
国
内
情
勢
を
鑑
み
、
こ

れ
ら
宣
言
等
の
有
効
性
に
関
し
て
疑
義
が
あ
る
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

こ
れ
ら
宣
言
等
は
、
現
在
、
ど
の
国
に
継
承
さ
れ
、
有
効
で
あ
る
の
か
否
か
を
、
そ
の
根
拠
と
と
も
に
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

二

こ
れ
ら
宣
言
な
ど
の
一
部
の
み
が
継
承
さ
れ
て
い
る
場
合
、
継
承
さ
れ
て
い
な
い
部
分
と
そ
の
理
由
に
つ
い
て
示
さ
れ
た

一



い
。

三

右
の
一
、
二
の
問
に
つ
い
て
の
答
弁
に
お
け
る
日
本
政
府
の
認
識
は
、
こ
れ
ら
宣
言
等
が
継
承
さ
れ
た
相
手
国
と
も
合
意

さ
れ
て
い
る
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

右
の
三
に
つ
い
て
、
日
本
政
府
と
相
手
国
が
合
意
し
て
い
る
根
拠
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
具
体
的
に
お
示
し
い
た
だ
き
た

い
。

右
質
問
す
る
。

二


